
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
な
か
元
気
講
演
会

開
催

1/25■
日
時

　

平
成
29
年
１
月
25
日
㈬

　

午
後
２
時
～
４
時
30
分

■
場
所

　

栃
木
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
第

１
会
議
室

■
講
師

　

木
村　

乃　

明
治
大
学
特
任
准

教
授

■
演
題

　

地
域
の
、地
域
に
よ
る
、地
域
の

た
め
の
活
性
化
～
神
奈
川
県
横
須

賀
市
・
東
京
都
町
田
市
を
例
に
～

■
定
員　

1
3
0
名
程
度（
先
着

順
）

■
申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

■
申
込
期
限

　

平
成
29
年
１
月
11
日
㈬

■
主
催

　

栃
木
県
ま
ち
な
か
元
気
会
議

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
都
市
計
画
課

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）2
4
6
4

　

0
2
8（
6
2
3
）2
5
9
5

時
事
講
演
会
の
開
催

1/17
　

下
野
市
商
工
会
で
は
、
報
道
番

組
等
で
お
馴
染
み
の
須
田
慎
一
郎

氏
を
講
師
に
迎
え
、
時
事
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

今
後
の
経
済
動
向
に
つ
い
て
わ

か
り
や
す
く
お
話
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
聴

講
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

１
月
17
日
㈫

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

■
場
所　

ゆ
う
ゆ
う
館

■
演
題　
「
ど
う
な
る
日
本
！
日

本
経
済
の
明
日
を
読
む
」

■
講
師　

経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　
　

須
田　

慎
一
郎　

氏

■
定
員　

1
0
0
名（
先
着
順
）

■
聴
講
料　

無
料

※
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

下
野
市
商
工
会　

本
所

　

☎（
44
）0
2
0
2

　

南
河
内
支
所

　

☎（
48
）0
0
5
9

お
知
ら
せ

　

平
成
28
年
ま
で
の
申
告
会
場
は
、

国
分
寺
公
民
館
、
南
河
内
公
民
館
、

旧
石
橋
庁
舎
と
３
ヶ
所
で
実
施
し

て
い
ま
し
た
が
、
庁
舎
移
転
に
伴

い
、
平
成
29
年
か
ら
は
、
市
役
所

１
階
ロ
ビ
ー
の
１
ヶ
所
に
な
り
ま

す
。

　

駐
車
場
の
混
雑
や
周
辺
道
路
の

渋
滞
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、徒
歩
・

自
転
車
・
公
共
交
通
機
関
の
ご
利

用
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
と

身
元
確
認
書
類（
申
告
書
に
記
載

し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
持
ち
主
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）8
8
9
1

浄
化
槽
を
お
使
い
の

皆
様
へ

　

浄
化
槽
は「
保
守
点
検
」「
清
掃
」

「
法
定
検
査
」を
実
施
す
る
こ
と
が

「
浄
化
槽
法
」に
よ
り
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
浄
化
槽
が
正
し
く

機
能
す
る
た
め
に
、
適
正
な
維
持

管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
保
守
点
検

　

浄
化
槽
の
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
機
器
類
の
調
整
・
消
毒
薬
の

補
充
等
の
保
守
点
検
を
年
に
３
～

４
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
保
守
点
検
は
、
県
の
登

録
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

（
種
類
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
回
数

は
異
な
り
ま
す
）

■
清
掃

　

浄
化
槽
内
に
汚
泥
が
溜
ま
る
と

臭
い
や
水
質
悪
化
の
原
因
に
な
り

ま
す
の
で
、
汚
泥
の
引
き
抜
き
等

を
年
に
１
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
浄
化
槽
の
清
掃
は
、

市
で
許
可
さ
れ
て
い
る
業
者
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

■
法
定
検
査

　

保
守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、

指
定
検
査
機
関
に
よ
る
次
の
２
つ

の
検
査
を
必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
指
定
検
査
機
関
以
外

に
保
守
点
検
業
者
に
も
委
託
で
き

ま
す
。

①
使
用
開
始
後
３
～
８
か
月
以
内

に
受
け
る
水
質
検
査

②
年
に
１
回
の
定
期
検
査（
保
守

点
検
や
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
る
か
を
確
認
し
ま
す
。）

■
問
い
合
わ
せ
先
　

　

下
水
道
課　

☎（
32
）8
9
1
2

　

栃
木
県
浄
化
槽
協
会

　

☎
0
2
8（
6
3
3
）1
6
5
0

第
十
回
戦
没
者
等
の
遺

族
に
対
す
る
特
別
弔
慰

金
の
説
明
会

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま

し
た「
第
十
回
戦
没
者
等
の
遺
族

に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
」の
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
ま
だ
、
手
続

き
を
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、
前
回

の
弔
慰
金
を
も
ら
っ
て
い
た
方
や

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
是
非

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

12
月
14
日
㈬

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

■
場
所

　

市
役
所
2
0
3
会
議
室

■
対
象
者　

市
内
在
住
の
方

■
定
員　

40
名

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課

　

☎（
32
）8
9
0
4

市
県
民
税（
確
定
）

申
告
会
場
が
変
わ

り
ま
す
！

Shimotsuke

広報しもつけ　2016.12
32

くらしの情報


